
 

認定こども園の認定要件・認可基準及び施行に関する取扱要領 

第１ 趣旨 

この要領は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律

第77号。以下「法」という。 ）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

施行規則（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号。以下「省令」という。）、幼保連携型認定

こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する規則（平成26年静岡県規則第77号。以下「要件規則」

という。)、幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する規則（平成26年静岡県規則第76号。以

下「基準規則」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施

行細則（平成18年静岡県規則第75号。以下「施行細則」という。）に基づいて幼保連携型認定こども園以外

の認定こども園の認定及び幼保連携型認定こども園の認可を行う場合の取扱いについて必要な事項を定め

るものとする。 

 

第２ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設置者に関する事項 

１ 設置者が社会福祉法人又は学校法人以外の者の場合は、別表に定める基準を満たすこと。 

２ 法第３条第５項第４号のイからチのいずれにも該当しないことを確認するため、様式第８号による誓約

書を提出すること。 

 

第３ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する事項 

１ 要件規則第２条第３項の規定により置かなければならない調理員の数は、自園調理した食事を提供する

子どもの数に応じて必要な数を配置すること。 

２ 要件規則第４条第３項ただし書に規定する適当と認められる者とは、次の各号のいずれかに該当する者

で、認定の申請の前に採用された者をいうものとすること。 

 (1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18条の６第１号に規定する指定保育士養成施設に在籍してい

る者 

 (2) 児童福祉法第18条の８に規定する保育士試験を申請日前２年以内に受験した者 

 (3) 保育に関する業務の経験があり、かつ、児童福祉法第18条の８に規定する保育士試験の受験見込みで

ある者 

３ 要件規則第４条第３項ただし書の規定により保育士でない者を満３歳以上の子どもの教育及び保育時間

相当利用児の保育に従事する職員とすることができる期間は、認定の日から３年とすること。ただし、当

分の間、相当期間にわたり保育士を確保することが困難である場合に限り、その期間を６年とすることが

できること。 

４ 要件規則第４条第４項ただし書に規定する適当と認められる者とは、次の各号のいずれかに該当する者

で、認定の申請の前に採用された者をいうものとすること。 

 (1) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第５条第１項に規定する基礎資格を有し、かつ、幼稚園教

諭の普通免許状を取得できる認定課程を有する学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に規定する大

学、同法第108条第３項に規定する短期大学又は教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）



 

第27条の指定を受けた教員養成機関（以下「教員養成機関」という。)に在籍している者 

 (2) 教育職員免許法第16条の２第１項に規定する教員資格認定試験を申請日前２年以内に受験した者 

 (3) 教育に関する業務の経験があり、かつ、教育職員免許法第16条の２第１項に規定する教員資格認定試

験の受験見込みである者 

 （４） 教育職員免許法別表第８の幼稚園教諭二種免許状の項の第２欄に定める免許状を取得した後、同項の

第３欄に定める最低在職年数を当該学校における教諭又は講師として勤務した場合において、同項の第

４欄に定める単位数を修得するために、幼稚園教諭の普通免許状に係る課程を有する大学、短期大学又

は教員養成機関に在籍しているとき又は教育職員免許法別表第３備考第６号に規定する文部科学大臣の

認定する講習を受講している者 

５ 要件規則第４条第４項ただし書の規定により幼稚園の教員免許状を有しない者を学級担任とすることが

できる期間は、原則として認定の日から３年とすること。ただし、当分の間、相当期間にわたり幼稚園の

教員免許状を有する者を確保することが困難である場合に限り、その期間を６年とすることができること

。 

６ 要件規則第４条第６項に規定する認定こども園の長は、次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 (1) 子どもの教育及び保育について相当の知識及び経験を有する者であって、子育て支援についても知識

を有している者 

 (2) 社会的信望があり、かつ、認定こども園の運営を行うのに必要な熱意と知識を有している者 

７ 要件規則第６条ただし書及び第10条第２項の適用については、子どもの移動が精神的、肉体的に負担と

ならない方法及び時間により行われ、当該移動時の安全が確保されていることを前提に、個々の施設の状

況により判断するものとすること。 

８ 要件規則第７条第１号に規定する必要な調理のための加熱、保存等のための機器及び要件規則第７条第

２号に規定する必要な調理設備に、どのような物が該当するかについては、個々の施設の委託の契約内容

等を確認したうえで、衛生管理や防火対策等を含めて判断するものとすること。 

９ 要件規則第11条第１項ただし書に規定する特別な理由がある場合とは、次に掲げる場合とすること。 

 (1) 給食の提供を前提として、遠足等の行事の際のお弁当等の特別な場合を含んだ食事の提供に関する計

画が策定され、かつ、当該計画が事前に利用者等に説明され、及びその理解を得ている場合 

 (2) アレルギー等特異な体質の子どもについて、保護者の同意を前提にお弁当等により対応する場合 

10 要件規則第17条第１項の規定による苦情の処理に当たっては、原則としてすべての苦情を整理したうえ

で、その対応状況及び公表したものを確認できるようにすること。 

11 要件規則第17条第２項の規定による公表は、ホームページ又は広報誌等を活用して行うこととし、ホー

ムページは年３回程度の更新、広報誌等は年１回程度の発行を行うこと。 

12 要件規則第17条第２項ただし書に規定する正当な利益を害するおそれがあるか否かの判断については、

認定こども園の長が行うものとすること。 

 

第４ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請に係る手続きに関する事項 

１ 申請書等の受付は、静岡県事務処理の特例に関する条例（平成11年静岡県条例第56号）及び静岡県事務



 

処理の特例に関する条例の施行のための知事の権限に属する規則（平成12年静岡県規則第90号）の規定に

より認定申請書、変更届出書、運営状況報告書及び辞退届出書の受付を各市町において行うこととされて

いるが、その事務処理に関しては、次のとおりとすること。 

 (1) 市町は、各種申請書等をこども未来課に対し進達するものとすること。この場合において、変更届出

書には、意見書を添付すること。 

 ( 2 ) こども未来課は、幼稚園型認定こども園に係る各申請書等を受け付けた場合は幼稚園所管部局に対し

、認定申請書、変更届出書及び運営状況報告書については合議を、辞退届出書については供覧をそれぞ

れ行うものとする。 

２ 申請書等の様式は、次のとおりとする。 

種類 様式 

施行細則第２条第２項第１号により申請書に添付しなければならない

事業計画書 

様式第１号（事業計画書） 

施行細則第12条第３項第１号により報告書に添付しなければならない

事業報告書 

様式第２号（事業報告書） 

削除 削除 

施行細則第５条に規定する変更届出書に添付する市町意見書 様式第４号（意見書） 

要件規則で定める要件に適合するため認定こども園の認定をする旨の

通知 

様式第５号(認定通知書) 

要件規則で定める要件に適合しないため認定こども園の認定をしない

旨の通知 

様式第６号(不認定通知書) 

法第７条の規定により県が認定こども園の認定を取り消す旨の通知 様式第７号(認定取消通知書) 

法第３条第５項第４号のイからチのいずれにも該当しない旨の誓約書 様式第８号(誓約書) 

３ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定を行う際は、必要に応じて関係課室等と調整のう

え、現地確認を行うものとする。 

 

第５ 幼保連携型認定こども園の設置者に関する事項 

１ 法第17条第２項第１号から第７号のいずれにも該当しない旨を確認するため、様式第９号による誓約書

を提出するものとする。 

 

第６ 幼保連携型認定こども園の認可の基準に関する事項 

１ 土地及び建物の所有 

 (1) 幼保連携型認定こども園の設置に必要な土地及び建物のいずれについても、幼保連携型認定こども園

の設置者が所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けてい

ることを原則とする。 

 ( 2 ) 不動産を国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受ける場合は、次の条件を付すこととする。 

ア 貸与を受けている土地又は建物については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを



 

登記しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続

性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支

えない。 

・ 建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合 

・ 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信

用力の高い主体である場合 

イ 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。 

ウ 賃借料の財源について、既存事業からの継続的財源確保、公的主体による継続的補助的安定的に賃

借料を支払い得る財源が確保されていること。 

エ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。 

２ 園舎に備えるべき設備 

 基準規則第５条第３項及び第５条の２第２項に規定する必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を

有する設備及び基準規則第５条第４項に規定する必要な調理設備に、どのような物が該当するかについて

は、個々の施設の委託の契約内容等を確認したうえで、衛生管理や防火対策等を含めて判断するものとす

ること。 

 

第７ 幼保連携型認定こども園の設置の届出又は認可申請に係る手続きに関する事項 

１ 幼保連携型認定こども園の設置者は、設置届出書又は設置認可申請書、廃止（休止）届出書（認可申請

書）及び設置者変更届出書（認可申請書）については、こども未来課に対し提出すること。 

２ 市町は、静岡県事務処理の特例に関する条例及び静岡県事務処理の特例に関する条例の施行のための知

事の権限に属する規則の規定により変更届出書及び運営状況報告書を受け付け、こども未来課に対し進達

するものとすること。 

３ こども未来課は、各届出書等を受け付けた場合は幼稚園所管部局に対し供覧を行うものとする。 

４ 申請書等の様式は、次のとおりとする。 

種類 様式 

施行細則第７条第２項第１号及び第８条第２項第１号により届出書等

に添付しなければならない事業計画書 

様式第１号（事業計画書） 

施行細則第12条第３項第１号により報告書に添付しなければならない

事業報告書 

様式第２号（事業報告書） 

法第17条第２項第１号から第７号のいずれにも該当しない旨の誓約書 様式第９号(誓約書) 

５ 幼保連携型認定こども園の認可を行う際は、現地確認を行うものとする。 

 

第８ 公私連携型認定こども園の設置の届出に関する事項 

１ 法第34条第３項に基づき、市町長による公私連携法人の指定を受けた法人が公私連携型幼保連携型認定

こども園を設置するにあたっては、公私連携型幼保連携型認定こども園設置届出書（様式第10号）に必要

な書類を添付して市町長へ提出すること。 



 

２ 添付する書類の様式については、第７の４で定める様式を準用する。 

３ 公私連携型幼保連携型認定こども園設置届出書を受け付けた市町長は、公私連携型幼保連携型認定こど

も園設置届出書及び添付書類の内容について審査の上、公私連携法人として指定した文書の写し（市町長

による原本証明がなされているもの）を添付し、こども未来課に提出すること。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成 19 年 3月 27 日から施行し、平成 18 年 12 月 26 日から適用する。 

２ この要領は、施行後実態を踏まえ、必要に応じて随時改正を行うものとする。 

 

 附 則 

この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成27年10月23日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成29年１月25日から施行する。 

 

 



 

別表（第２関係） 

設置者に関する基準（社会福祉法人又は学校法人以外の者に限る） 

 

第１ 資産 

（1） 認定こども園の認定要件・認可基準及び施行に関する取扱要領第６の１土地及び建物の所有に定め

た要件を満たしていること。 

 （2） 認定こども園を経営するために必要な経済的基礎があること。 

 認定こども園の年間事業費の12分の１以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有して

いること。 

 （３） 財務内容が適正であること。 

直近の会計年度において、認定こども園を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内

容について、３年以上連続して損失を計上している場合等はこれに当たらない。 

第２ 役員 

 （1） 経営者（設置者が法人である場合にあっては、当該法人の経営に携わる役員）が社会的信望を有す

ること。 

 （2） 実務を担当する幹部職員（施設長）が、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、

幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業において２年

以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であ

るか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。 

なお、同等以上の能力を有すると認められる者とは、最低基準を満たし、かつ地方公共団体の補助

対象となっている認可外保育施設で現に２年以上勤務している者であって、教育職員免許法による教

諭の普通免許状又は保育士資格を有する者であること。 

また、社会福祉事業について知識経験を有する者とは次の者を指す。 

(ｱ) 社会福祉に関する教育を行う者 

(ｲ) 社会福祉に関する研究を行う者 

(ｳ) 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者 

(ｴ) 数年以上社会福祉事業に各々の立場から関与した公認会計士、税理士、弁護士等専門  知識を有

する者 

(ｵ) 社会福祉法人の理事 

 （ 3） 次のアからオのいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人である場合にあっては当該個人をいい、法人である場合にあっては当該法人の役員

又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下各号において同じ｡)が暴力

団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴対法」

という｡)第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（

以下各号において同じ｡)）であると認められる者。 

イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下各号において同じ｡)又は暴力団員等

が経営に実質的に関与していると認められる者。 

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者。 



 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に優先的な取扱いをする

等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者。 



 

（様式第１号） 

認定こども園事業計画書 

 

１ 職員等の配置 

（１） 職種別配置 

認定こども園の長の氏名 専任・兼任の別 
幼稚園事業又は児童福祉事業等の管理

運営業務に従事した経験年数 

 専任 ・ 兼任 
   年 ～     年 

（      年間） 

配置基準 

区 分 
保育を必要とする子

ども以外の子ども 

保育を必要とする

子ども 
定員合計 必要職員数 うち学級担任数 

０歳児 定員    人 定員    人 人 ÷３＝職員   人 

１歳児 定員    人 定員    人 人 ÷６＝職員   人 

２歳児 定員    人 定員    人 人 ÷６＝職員   人 

 

３歳児 定員    人 定員    人 人 ÷20＝職員   人 

４歳児 定員    人 定員    人 人 ÷30＝職員   人 

５歳以上児 定員    人 定員    人 人 ÷30＝職員   人 

人 

計 人 人 人 人 人 

必要職員数 人 人 

※配置基準の計算方法は、歳児別の子どもの数を配置基準で除して小数点第１位まで求め（小数点第２位以

下切捨て）、合計した後に小数点以下を四捨五入すること。 

※時間帯別の職員配置など１日(早朝や延長を含めた園を開けている時間)の職員の配置状況を確認するため、

標準的な勤務表を添付すること。 



 

（２）任用予定者一覧 

 ア 要件規則第２条第１項又は基準規則第３条第３項で規定する子どもの教育又は保育に従事する職員 

No 任用予定者氏名 職種及び免許の種別・番号 
勤務時間 

(時間／週) 
備考 

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  



 

No 任用予定者 職種及び免許の種別・番号 
勤務時間 

(時間／週) 
備考 

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

常勤職員数 人 

非常勤職員数(常勤換算数) 人（       人） 

配置職員数の計(常勤職員数と常勤換算数の計) 人 

イ ア以外の職員(要件規則第２条第２項、第３項又は基準規則第３条第４項、第５項で規定する

職員等) 

No 任用予定者氏名 職種 勤務時間(時間/週) 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

※幼稚園の教頭、保育所の主任保育士、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭など、クラスを担当しない

職員は、備考欄にその旨を記載すること。 

※常勤職員とは週 40 時間勤務する職員とし、非常勤職員等とは週 40 時間未満勤務する職員とする。 

※常勤換算数とは、非常勤職員等について次の換算式により常勤換算した数をいう。 

＜非常勤職員の１週間の勤務時間数の合計／常勤職員の１週間の勤務時間数＝常勤換算数(小数点第１位

を四捨五入)＞ 

※その他の職員欄には、認定こども園の長、看護師、調理員、栄養士、事務員等、実際に園に勤務している

すべての職員等について記載すること。 

 



 

（３）学級等の編制 

ア ３歳児から５歳児（保育を必要とする子ども以外の子ども及び保育を必要とする子どもの共通利用時間） 

 クラス名（   歳児） 定員 学級担任名（補助者等を含む） 

１  人  

２  人  

３  人  

４  人  

５  人  

６  人  

７  人  

８  人  

９  人  

10  人  
 
  イ ０歳児から２歳児（保育を必要とする子どもの保育） 

 クラス名（   歳児） 定員 担当者名（補助者等を含む） 

１  人  

２  人  

３  人  

４  人  

５  人  
 

ウ ３歳児から５歳児（保育を必要とする子どもの保育） 

 クラス名（   歳児） 定員 担当者名（補助者等を含む） 

１  人  

２  人  

３  人  

４  人  

５  人  

６  人  

７  人  

８  人  

９  人  

10  人  

※同一年齢の子どもについて複数の学級等がある場合は、学級等ごとに記入すること。 

※幼稚園の教員免許状を有しない職員が学級担任となる場合及び保育士でない職員が保育を必要とする子ど

もの保育を行う場合は、それぞれ担当保育士名又は学級担任名の後に「特例適用」と記載すること。 



 

２ 職員等の資格（幼保連携型認定こども園を除く） 

（１）特例希望者確認書 

対象の型 特例措置の内容 氏名 資格の取得に向けた努力の状況 

保育士試験の受験(受験見込み

を含む) 
□有 □無 

 

指定保育士養成施設への在籍 □有 □無 

保育士試験の受験(受験見込み

を含む) 
□有 □無 

 

指定保育士養成施設への在籍 □有 □無 

保育士試験の受験(受験見込み

を含む) 
□有 □無 

幼稚園型又は

地方裁量型の

認定こども園

の場合 

幼稚園の教員免許

状を有する者であ

って、保育士とみ

なす特例措置を希

望する者 

 

指定保育士養成施設への在籍 □有 □無 

教員資格認定試験の受験(受験

見込みを含む) 
□有 □無 

教員養成機関への在籍 □有 □無  

その他資格の取得に向けた努力 □有 □無 

教員資格認定試験の受験(受験

見込みを含む) 
□有 □無 

教員養成機関への在籍 □有 □無  

その他資格の取得に向けた努力 □有 □無 

教員資格認定試験の受験(受験

見込みを含む) 
□有 □無 

教員養成機関への在籍 □有 □無 

保育所型又は

地方裁量型の

認定こども園

の場合 

保育士であって、

学級担任とみなす

特例措置を希望す

る者 

 

その他資格の取得に向けた努力 □有 □無 

両資格併有者の配置が困難な理由 

 

両資格併有者の配置に向けた努力 

 

※教員資格認定試験又は保育士試験の受験若しくは教員養成機関又は指定保育士養成施設への在籍が「有」

の場合は、受験票、在籍証明書等を添付すること。 



 

３ 職員の資質の向上 

（１）職員の資質の向上をめざして園として取り組む内容 

 

 

（２）園内研修と園外研修に対する具体的な取組 

 

具体的な取組 実施日数 実施上の留意点 

園
内
の
研
修
内
容 

   

園
外
の
研
修
内
容 

   



 

４ 設備 
（１）施設設備の設置状況（※単独施設は除く。） 

各建物の設置場所 □ 同一敷地内   □ 隣接敷地内   □ 左記以外 

※「左記以外」にチェックをした場合は、移動に係る安全の確保の方法、所要時間及び経路等が分か

る資料を別途添付すること。 

 

（２）園舎等の面積等 

延べ床面積 ㎡ 

建物面積 

建築面積※ ㎡ 

建物の規模及び構造※ 
構造及び 

設置階数 
 

乳児室 ㎡ ほふく室 ㎡ 

保育室(2 歳児) ㎡ 

保育室(3 歳児） ㎡ 

保育室(4 歳児） ㎡ 

保育室(5 歳児） ㎡ 

乳児室及びほふく室の計 ㎡ 

乳児室、ほふく室、各歳児別保育室の合計 ㎡ 

※については幼保連携型認定こども園以外は記載不要。 

 

（３）屋外遊戯場の状況 

設置場所 □ 同一敷地内   □ 隣接敷地内   □ 左記以外 

※「左記以外」にチェックをした場合は、移動に係る安全の確保の方法、所要時間及び経路等が分か

る資料を別途添付すること。 

 

 （４）屋外遊戯場の面積 

屋外遊戯場の面積                ㎡ 

 

 （５）調理室の設置状況 

設置の有無 有  ・  無(                       ) 

※調理室が設置されていない場合には、その理由を記載すること。 



 

５ 食事の提供 

（１）食事の提供状況 

すべての子ども 

□ 自園調理 

□ 調理委託 

□ その他（弁当等） 

その他の状況 

（※歳児により提供方法が異なる場合には、次の欄に記載すること。） 

  歳児～  歳児 

□ 自園調理 

□ 外部搬入 

□ 調理委託 

□ その他（弁当等） 

食事を提供する子ども 

  歳児～  歳児 

□ 自園調理 

□ 外部搬入 

□ 調理委託 

□ その他（弁当等） 

食事の提供日数 年間    日（その他 年間    日） 

 

（２）自園調理施設 

ア 調理設備の内容 

保健所の指示 有 ・ 無 

主要設備 

□ 食品・食器保管庫 

□ 冷蔵庫 

□ 集団調理が可能な調理器具 

□ 防虫網戸 

□ 換気扇 

□ 調理担当職員用手洗い設備  

□ その他（                       ） 

（※該当するものすべてにチェックをすること。） 

イ 施設の体制  

職氏名 資格 食品衛生責任者等給食責

任者   

利用する献立表 

□ 市町が作成したものを利用 

□ 市町が作成したものを一部変更して利用 

□ 施設が作成したものを利用  

□ その他（                       ） 

（※該当するものにチェックをすること。） 



 

職氏名 資格 

献立作成者 

  

検食の有無 有 ・ 無 

開催予定回数等 職氏名  

職氏名  

給食に関する会議等の実

施回数及び参加者 

（※会議等参加者すべて

を記載すること。） 

 

職氏名  

嗜好調査の実施時期・回

数等 
 

栄養士等の配置場所 

□ 認定こども園又は他の施設 

□ 市町   

□ 保健所 

□ その他（               ） 

（※該当するものにチェックをすること。） 

栄養士等の職氏名  

献立等の栄養士等による

指導体制 

 

ウ 職員の状況 

氏 名 資格 経験年数 

   

   

調理業務従事予定者 

   

健康診断 検便 
調理業務従事予定者の健

康診断及び検便の計画 
年       回 月       回 



 

 （３）外部搬入施設 

  ア 調理設備の内容 

主要設備 

□ 冷蔵庫 

□ 加熱機器（電子レンジ、ガスコンロ等） 

□ 流し台 

□ その他（                       ） 

（※該当するものすべてにチェックをすること。） 

イ 施設の体制  

職氏名 資格 
食品衛生責任者等給食責

任者 
  

職氏名 資格 

献立作成者 

  

検食の有無 有 ・ 無 

開催予定回数等 職氏名  

職氏名  

給食に関する会議等の実

施回数及び参加者 

（※会議等参加者すべて

を記載すること。） 

 

職氏名  

嗜好調査の実施時期・回

数等 
 

栄養士等の配置場所 

□ 認定こども園又は他の施設 

□ 市町   

□ 保健所 

□ その他（委託業者等） 

（※該当するものにチェックをすること。） 

栄養士等の職氏名  

献立等の栄養士等による

指導体制 

 



 

ウ 委託業者の適否 

調理業務の受託の実績や

業務概要等 
 

調理業務従事者に対する

衛生面及び技術面の教育

又は訓練の計画 

 

健康診断 検便 
調理業務従事者の健康診

断及び検便の実施計画 年     回 月     回 

※委託契約書の写し及び委託業者の業務概要等が分かる資料を添付すること。 

 

（４）調理委託施設 

  ア 調理設備の内容 

保健所の指示の有無 有 ・ 無 

主要設備の有無 

□ 食品・食器保管庫 

□ 冷蔵庫 

□ 集団調理が可能な調理器具 

□ 防虫網戸 

□ 換気扇 

□ 調理担当職員用手洗い設備  

□ その他（                       ） 

（※該当するものすべてにチェックをすること。） 

イ 施設の体制  

職氏名 資格 
食品衛生責任者等給食責

任者 
  

職氏名 資格 

献立作成者 

  

検食の有無 有 ・ 無 



 

開催予定回数等 職氏名  

職氏名  

給食に関する会議等の実

施回数及び参加者 

（※会議等参加者すべて

を記載すること。） 

 

職氏名  

嗜好調査の実施時期・回

数等 
 

栄養士等の配置場所 

□ 認定こども園又は他の施設 

□ 市町   

□ 保健所  

□ その他（委託業者等）  

（※該当するものにチェックをすること。） 

栄養士等の職氏名  

献立等の栄養士等による

指導体制 

 

ウ 受託業者の適否 

食品の供与施設の許可 有 ・ 無 

調理業務の受託の実績や

業務概要等 
 

調理業務従事者に対する

衛生面及び技術面の教育

又は訓練の計画 

 

健康診断 検便 
調理業務従事者の健康診

断及び検便の実施計画 
年     回 月     回 

※委託契約書の写し及び委託業者の業務概要等が分かる資料を添付すること。 



 

６ 開園日、保育時間及び開園時間 

開園日数 日／週（年間    日） 

平日 

開園時間    ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども以外の子ども   ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども   ：   ～   ：   

土曜日 

開園時間    ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども以外の子ども   ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども   ：   ～   ：   

開園日数及び開

園時間等 

その他 

開園時間    ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども以外の子ども   ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども   ：   ～   ：   

保育を必要とする子ども以外の子ども 保育を必要とする子ども 

休園日 

  

 

７ 入園する子どもの選考 

選考方法 

 

特別な配慮が必要な子

どもの受入れ体制 

 

※必要に応じて選考基準表等を添付すること。 

 



 

８ 安全の確保等 

 （１）非常災害対策 

有 ・ 無  
防火管理者の設置及び

届出 
「有」の場合   届出年月日   年  月  日 

消防計画又は地震防災

応急計画作成 
有 ・ 無 

有 ・ 無  
消防計画又は地震防災

応急計画の届出 
「有」の場合   届出年月日   年  月  日 

職氏名 選任年月日 

防火管理者の職氏名 

    年   月   日 

避難訓練 消火訓練 避難及び消火訓練の計

画 
年       回 年       回 

避難場所  

消防計画又は地震防災

応急計画の利用者に対

する周知 

 

職員及び園児等に対す

る防災教育の計画 
 

消防設備・火気使用設

備器具等の定期点検の

計画 

 

事故防止対策を中心と

した危機管理体制 
 

（２）衛生管理対策 

有 ・ 無  
衛生管理者又は衛生推

進者の選任 
「有」の場合  職氏名          

衛生委員会設置 有 ・ 無  



 

□ 都市水道又はこれに準ずる簡易水道 

□ 井戸水等の自家水 

（※該当するものにチェックをすること。） 

自家水を使用する場合で、水質検査を実施した場合 

 ・検査依頼先   （                    ） 

 ・検査回数    （ 年     回） 

 ・検査記録の有無 （ 有 ・ 無 ） 

 ・水源の場所   （ 施設敷地内 ・ 施設敷地外 ） 

使用水の種類 

受水槽、高架水槽等を使用している場合 

・水槽の清掃の実施     （ 有 ・ 無 ） 

・排水及び汚物処理の問題点 （ 有 ・ 無 ） 

 （３）健康管理等の対策 

内科検診  （年    回） 

実施予定日 実施機関名 

     年    月  

     年    月  

歯科検診  （年    回） 

実施予定日 実施機関名 

     年    月  

園児の健康診断の計画 

     年    月  

実施回数 実施時期 職員等の健康診断の計

画 年     回      年    月 

職員等の採用時の健康

診断の状況 
有 ・ 無 

契約先 契約期間 

  

保障内容 保障額 保険の加入の状況 

  

受動喫煙防止対策  



 

９ 教育及び保育の内容 

（１）認定こども園における教育及び保育を一体的に提供するための計画 

  ア 教育及び保育を一体的に提供するための全体計画（年間行事等を含む） 

 

 



 

イ 具体的な指導内容 

異年齢児交流

等への配慮 

 

食育 

 

小学校教育と

の連携 

 

環境の構成 

 

その他 

 

ウ 日々の教育及び保育の指導に関する留意点 

特別な支援を

要する子ども

への指導 

 

施設と家庭と

の連絡・協力

体制 

 

職 員 間 の 連

絡・協力体制 

 



 

 （２）子どもの１日の活動内容 

 

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 

月        

火        

水        

木        

金        

土        

その他        

※子どもの１日の標準的な活動内容を記載すること。 

 



 

１０ 苦情処理 

責任者職氏名 

 

受付担当者職氏名 

 

苦情処理体制 

 

公表方法 

 

※苦情処理体制は、すべての意見等の受付から、内容の確認、対応方法の決定に至る過程を記載する

こと。 

※公表方法は、すべての意見等の中から、公表すべき意見等の選別及び実際の公表方法（ホームペー

ジ等）について記載すること。 

 

１１ 子育て支援事業 

事業名 
 

事業内容 

 

事業の必要性 

 

工夫する点 

(保護者の参加、地域

の関係機関又は人材の

活用等) 

 

対象及び利用予定人数 

 



 

実施日数及び実施時間 

( 日/週、 時/日) 

 

職員の配置状況 

(専任、兼務別等) 

 

利用料 
 

補助対象事業の有無 有 ・ 無  「有」の場合 事業名「             」 

※複数の事業を実施予定の場合は、欄を追加して事業毎に記載すること。 

 

１２ 利用料（入園料）                           （単位：円） 

年齢 
保育を必要とする子ども以外

の子ども 
保育を必要とする子ども 備考 

０歳児    

１歳児    

２歳児    

３歳児    

４歳児    

５歳以上児    

その他  

※「その他」の欄には、入園料等保育料以外の料金をすべて記載すること。（子育て支援事業に関す

る料金は除く。） 

※必要に応じて、料金表等参考資料を添付すること。 



 

１３ 情報の開示 

県民等に提供する内容及び提供方法等 

 

 

 
情報の提供 

入所契約時個々の保護者等に提供する具体的な契約内容等 

 

 

 

※契約書又は重要事項提供書等を必要に応じて添付すること。 

 

１４ 自己評価及び外部評価 

評価の実施計画 自己評価   ・   外部評価 

自己評価のための評価

基準策定の有無 
 

外部評価機関の受審計

画 
 

評価結果の公表方法  



 

（様式第２号） 

認定こども園事業報告書 

 

１ 職員等の配置 

（１） 職種別配置 

認定こども園の長の氏名 専任・兼任の別 
幼稚園事業又は児童福祉事業等の管理

運営業務に従事した経験年数 

 専任 ・ 兼任 
   年 ～     年 

（      年間） 

配置基準 

区 分 
保育を必要とする子

ども以外の子ども 

保育を必要とする

子ども 
定員合計 必要職員数 うち学級担任数 

０歳児 定員    人 定員    人 人 ÷３＝職員   人 

１歳児 定員    人 定員    人 人 ÷６＝職員   人 

２歳児 定員    人 定員    人 人 ÷６＝職員   人 

 

３歳児 定員    人 定員    人 人 ÷20＝職員   人 

４歳児 定員    人 定員    人 人 ÷30＝職員   人 

５歳以上児 定員    人 定員    人 人 ÷30＝職員   人 

人 

計 人 人 人 人 人 

必要職員数 人 人 

※配置基準の計算方法は、歳児別の子どもの数を配置基準で除して小数点第１位まで求め（小数点第２位以

下切捨て）、合計した後に小数点以下を四捨五入すること。 

※時間帯別の職員配置など１日(早朝や延長を含めた園を開けている時間)の職員の配置状況を確認するため、

標準的な勤務表を添付すること。 



 

（２）任用者一覧 

 ア 要件規則第２条第１項又は基準規則第３条第３項で規定する子どもの教育又は保育に従事する職員 

No 任用者氏名 職種及び免許の種別・番号 
勤務時間 

(時間／週) 
備考 

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  



 

No 任用者氏名 職種及び免許の種別・番号 
勤務時間 

(時間／週) 
備考 

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

  

□ 幼稚園教員(専修・1種・2種・臨時) 

[          ] 

□ 保育士  [          ] 
  

常勤職員数 人 

非常勤職員数(常勤換算数) 人（       人） 

配置職員数の計(常勤職員数と常勤換算数の計) 人 

イ ア以外の職員(要件規則第２条第２項、第３項又は基準規則第３条第４項、第５項で規

定する職員等) 

No 任用者氏名 職種 勤務時間(時間/週) 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

※幼稚園の教頭、保育所の主任保育士、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭など、クラスを担当しない

職員は、備考欄にその旨を記載すること。 

※常勤職員とは週 40 時間勤務する職員とし、非常勤職員等とは週 40 時間未満勤務する職員とする。 

※常勤換算数とは、非常勤職員等について次の換算式により常勤換算した数をいう。 

＜非常勤職員の１週間の勤務時間数の合計／常勤職員の１週間の勤務時間数＝常勤換算数(小数点第１位

を四捨五入)＞ 

※その他の職員欄には、認定こども園の長、看護師、調理員、栄養士、事務員等、実際に園に勤務している

すべての職員等について記載すること。 

 



 

（３）学級等の編制 

ア ３歳児から５歳児（保育を必要とする子ども以外の子ども及び保育を必要とする子どもの共通利用時間） 

 クラス名（  歳児） 定員 現員 学級担任名（補助者等を含む） 

１  人 人  

２  人 人  

３  人 人  

４  人 人  

５  人 人  

６  人 人  

７  人 人  

８  人 人  

９  人 人  

10  人 人  

 

  イ ０歳児から２歳児（保育を必要とする子どもの保育） 

 クラス名（  歳児） 定員 現員 担当者名（補助者等を含む） 

１  人 人  

２  人 人  

３  人 人  

４  人 人  

５  人 人  

 

ウ ３歳児から５歳児（保育を必要とする子どもの保育） 

 クラス名（  歳児） 定員 現員 担当者名（補助者等を含む） 

１  人 人  

２  人 人  

３  人 人  

４  人 人  

５  人 人  

６  人 人  

７  人 人  

８  人 人  

９  人 人  

10  人 人  

※同一年齢の子どもについて複数の学級等がある場合は、学級等ごとに記入すること。 

※幼稚園の教員免許状を有しない職員が学級担任となる場合及び保育士でない職員が保育を必要とする子ど

もの保育を行う場合は、それぞれ担当保育士名又は学級担任名の後に「特例適用」と記載すること。 



 

２ 職員等の資格（幼保連携型認定こども園を除く） 

（１）特例適用者確認書 

対象の型 氏名 

特例措置を受けている資格の適

用年月日(※すでにその資格を

取得した場合はその年月日) 

資格の取得に向けた努力の状況 

保育士試験の受験(受験

見込みを含む) 

□ 有 

□ 無 

 
保育士 

(   年  月  日)(適用) 

(   年  月  日)(取得) 指定保育士養成施設への在

籍 

□ 有 

□ 無 

保育士試験の受験(受験

見込みを含む) 

□ 有 

□ 無 

 
保育士 

(   年  月  日)(適用) 

(   年  月  日)(取得) 指定保育士養成施設への在

籍 

□ 有 

□ 無 

保育士試験の受験(受験

見込みを含む) 

□ 有 

□ 無 

幼稚園型又は

地方裁量型の

認定こども園

の場合 

 
保育士 

(   年  月  日)(適用) 

(   年  月  日)(取得) 
指定保育士養成施設への在

籍 

□ 有 

□ 無 

教員資格認定試験の受験

(受験見込みを含む) 

□ 有 

□ 無 

教員養成機関への在籍 
□ 有 

□ 無 

 

幼稚園臨時免許状 

(   年  月  日)(適用) 

(   年  月  日)(取得) 
その他資格の取得に向け

た努力 

□ 有 

□ 無 

 

教員資格認定試験の受験

(受験見込みを含む) 

□ 有 

□ 無 

教員養成機関への在籍 
□ 有 

□ 無 

 

幼稚園臨時免許状 

(   年  月  日)(適用) 

(   年  月  日)(取得) 
その他資格の取得に向け

た努力 

□ 有 

□ 無 

教員資格認定試験の受験

(受験見込みを含む) 

□ 有 

□ 無 

教員養成機関への在籍 
□ 有 

□ 無 

保育所型又は

地方裁量型の

認定こども園

の場合 

 

幼稚園臨時免許状 

(   年  月  日)(適用) 

(   年  月  日)(取得) 
その他資格の取得に向け

た努力 

□ 有 

□ 無 

両資格併有者の配置が困難な理由 

 

両資格併有者の配置に向けた努力 

 

※特例措置を受けていた資格を取得した職員については、次年度以降の報告は不要。 



 

３ 職員の資質の向上 

 内容 実施日数等 備考 

指導計画の作成や教

材準備、研修等の時

間の確保のための工

夫 

   

幼稚園の教員免許状

を有する者と保育士

との相互理解のため

の取り組み 

   

認定こども園の内外

での職員の研修実績 
   



 

４ 設備 
（１）園舎等の面積 

園舎の面積 ㎡ 

乳児室 ㎡ ほふく室 ㎡ 

保育室(2 歳児) ㎡ 

保育室(3 歳児） ㎡ 

保育室(4 歳児） ㎡ 

保育室(5 歳児） ㎡ 

乳児室及びほふく室の計 ㎡ 

乳児室、ほふく室、各歳児別保育室の合計 ㎡ 

 

 （２）屋外遊戯場の面積 

屋外遊戯場の面積                ㎡ 

 
 



 

５ 食事の提供 

（１）食事の提供状況 

すべての子ども 

□ 自園調理 

□ 調理委託 

□ その他（弁当等） 

その他の状況 

（※歳児により提供方法が異なる場合には、次の欄に記載すること。） 

  歳児～  歳児 

□ 自園調理 

□ 外部搬入 

□ 調理委託 

□ その他（弁当等） 

食事を提供した子ども 

  歳児～  歳児 

□ 自園調理 

□ 外部搬入 

□ 調理委託 

□ その他（弁当等） 

食事の提供日数 年間    日（その他 年間    日） 

 

（２）自園調理施設 

  ア 施設の体制 

特定給食施設の届出 有 ・ 無 

職氏名 資格 
食品衛生責任者等給食責

任者 
  

利用した献立表 

□ 市町が作成したものを利用 

□ 市町が作成したものを一部変更して利用 

□ 施設が作成したものを利用  

□ その他（                       ） 

（※該当するものにチェックをすること。） 

職氏名 資格 

献立作成者 

  



 

検食の有無 有 ・ 無 

開催回数等 職氏名  

職氏名  

給食に関する会議等の実

施回数及び参加者 

（※会議等参加者すべて

を記載すること。） 

 

職氏名  

嗜好調査の実施時期・回

数等実績 
 

栄養士等の配置場所 

□ 認定こども園又は他の施設 

□ 市町   

□ 保健所 

□ その他（               ） 

（※該当するものにチェックをすること。） 

栄養士等の職氏名  

献立等の栄養士等による

指導実績 

 

給食施設栄養管理報告 有 ・ 無 

有 ・ 無 

食品衛生監視員による立

入検査 

「有」の場合、指示事項の内容及び改善状況 

 

 

 

有 ・ 無 

栄養指導員の助言及び指

導 

「有」の場合、指示事項の内容及び改善状況 

 

 

 



 

イ 職員の状況 

氏 名 資格 経験年数 

   

   

調理業務従事者 

   

健康診断 検便 
調理業務従事者の健康診

断及び検便の実績 
年       回 月       回 

 

 （３）外部搬入施設 

ア 施設の体制 

職氏名 資格 
食品衛生責任者等給食責

任者   

職氏名 資格 

献立作成者 

  

検食の有無 有 ・ 無 

開催回数等 職氏名  

職氏名  

給食に関する会議等の実

施回数及び参加者 

（※会議等参加者すべて

を記載すること。） 

 

職氏名  

嗜好調査の実施時期・回

数等実績 
 

栄養士等の配置場所 

□ 認定こども園又は他の施設 

□ 市町   

□ 保健所 

□ その他（委託業者等） 

（※該当するものにチェックをすること。） 



 

栄養士等の職氏名  

献立等の栄養士等による

指導実績 

 

イ 委託業者の適否 

調理業務の受託の実績や

業務概要等 
 

調理業務従事者に対する

衛生面及び技術面の教育

又は訓練の実績 

 

健康診断 検便 
調理業務従事者の健康診

断及び検便の実績 
年     回 月     回 

※委託契約書の写し及び委託業者の業務概要等が分かる資料を添付すること。 

 

（４）調理委託施設 

  ア 施設の体制 

職氏名 資格 
食品衛生責任者等給食責

任者 
  

職氏名 資格 

献立作成者 

  



 

検食の有無 有 ・ 無 

開催回数等 職氏名  

 職氏名  

給食に関する会議等の実

施回数及び参加者 

（※会議等参加者すべて

を記載すること。）  職氏名  

嗜好調査の実施時期・回

数等実績 
 

栄養士等の配置場所 

□ 認定こども園又は他の施設 

□ 市町   

□ 保健所  

□ その他（委託業者等） 

（※該当するものにチェックをすること。） 

栄養士等の職氏名  

献立等の栄養士等による

指導実績 

 

イ 受託業者の適否 

食品の供与施設の届出 有 ・ 無 

調理業務の受託の実績や

業務概要等 
 

調理業務従事者に対する

衛生面及び技術面の教育

又は訓練の実績 

 

健康診断 検便 
調理業務従事者の健康診

断及び検便の実績 年     回 月     回 

※委託契約書の写し及び委託業者の業務概要等が分かる資料を添付すること。 



 

６ 開園日、保育時間及び開園時間 

開園日数 日／週（年間    日） 

平日 

開園時間    ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども以外の子ども   ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども   ：   ～   ：   

土曜日 

開園時間    ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども以外の子ども   ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども   ：   ～   ：   

開園日数及び開

園時間等 

その他 

開園時間    ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども以外の子ども   ：   ～   ：   

保育時間 保育を必要とする子ども   ：   ～   ：   

保育を必要とする子ども以外の子ども 保育を必要とする子ども 

休園日 

  

 

７ 入園する子どもの選考 

選考方法 

 

特別な配慮が必要な子

どもの受入れ実績 

 

※必要に応じて選考基準表等を添付すること。 



 

８ 安全の確保等（幼保連携型、保育所型及び幼稚園型（単独型）の各認定こども園を除く。） 

 （１）非常災害対策 

消防計画又は地震防災

応急計画作成 
有 ・ 無 

有 ・ 無  
消防計画又は地震防災

応急計画の届出 
「有」の場合   届出年月日   年   月   日 

有 ・ 無  

防火管理者の届出 

「有」の場合   届出年月日   年   月   日 

職氏名 選任年月日 

防火管理者の職氏名 

 年   月   日 

避難訓練 消火訓練 

避難及び消火訓練 

年       回 年       回 

避難場所  

消防計画又は地震防災

応急計画の利用者に対

する周知 

 

職員及び園児等に対す

る防災教育 
 

消防設備・火気使用設

備器具等の定期点検の

報告 

有 ・ 無 



 

有 ・ 無 

消防署の立入検査の状

況 

「有」の場合、検査年月日及び指示事項及び改善状況 

 

 

 

 

事故防止対策を中心と

した危機管理体制 
 

（２）衛生管理対策 

有 ・ 無  
衛生管理者又は衛生推

進者 
「有」の場合  職氏名          

衛生委員会設置 有 ・ 無  

□ 都市水道又はこれに準ずる簡易水道 

□ 井戸水等の自家水 

（※該当するものにチェックをすること。） 

自家水を使用する場合で、水質検査を実施した場合 

 ・検査依頼先   （                    ） 

 ・検査回数    （ 年     回） 

 ・検査記録の有無 （ 有 ・ 無 ） 

 ・水源の場所   （ 施設敷地内 ・ 施設敷地外 ） 

使用水の種類 

受水槽、高架水槽等を使用している場合 

・水槽の清掃の実施     （ 有 ・ 無 ） 

・排水及び汚物処理の問題点 （ 有 ・ 無 ） 



 

 （３）健康管理等の対策 

内科検診  （年    回） 

実施日 実施機関名 

     年    月  

     年    月  

歯科検診  （年    回） 

実施日 実施機関名 

     年    月  

園児の健康診断 

     年    月  

実施回数 実施時期 

職員等の健康診断 

年     回 年    月 

職員等の採用時の健康

診断 
有 ・ 無 

契約先 契約期間 

  

保障内容 保障額 

保険の加入の状況 

  

受動喫煙防止対策  



 

９ 教育及び保育の内容 

（１）認定こども園における教育及び保育を一体的に提供するための指導実績 

教育及び保育を一体的

に提供するための全体

計画及びその計画に基

づいた指導実績 

 

異年齢児交流等認定こ

ども園固有の配慮 
 

食育の推進の実績  

小学校教育との連携  

年間行事  

環境の構成 

各年齢の留意点等 



 

日々の教育及び保育の

指導に関する留意点 

特別な配慮を要する子どもの指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設と家庭との連絡・協力体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員間の連絡・協力体制 

 

 

 

 

 

 

 



 

 （２）子どもの１日の活動内容 

 

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 

月        

火        

水        

木        

金        

土        

その他        

※子どもの１日の標準的な活動内容を記載すること。 



 

１０ 苦情処理 

責任者職氏名 
 

受付担当者職氏名 
 

受付件数 解決件数 公表件数 

苦情処理実績 
件 件 件 

公表方法 

 

※公表方法は、すべての意見等の中から、公表すべき意見等の選別及び実際の公表方法（ホームペー

ジ等）について記載すること。 

 

１１ 子育て支援事業の実績 

【事業内容】 

【事業の必要性】 

【工夫した点】（保護者の参加等、地域の機関及び人材等の活用など） 

【実施日数及び時間】（  日／週、  時間／日等） 

【利用者数】（  人／年間等） 

事業概要 

【職員の配置状況】（専任、兼務別等） 



 

【利用料】 

【補助対象事業の有無】 

  有 ・  無 

【事業名】（有に○を付けた場合は記載すること） 

 

１２ 利用料（入園料）                           （単位：円） 

年齢 
保育を必要とする子ども以外

の子ども 
保育を必要とする子ども 備考 

０歳児    

１歳児    

２歳児    

３歳児    

４歳児    

５歳以上児    

その他  

※「その他」の欄には、入園料等保育料以外の料金をすべて記載すること。（子育て支援事業に関す

る料金は除く。） 

※必要に応じて、料金表等参考資料を添付すること。 



 

１３ 情報の開示 

一般県民等に提供した内容及び提供方法等 

 

提供した情報 
入所契約時個々の保護者等に提供した具体的な契約内容等 

 

※契約書又は重要事項提供書等を必要に応じて添付すること。 

 

１４ 自己評価及び外部評価 

評価の実施 自己評価   ・   外部評価 

有 ・ 無 

自己評価の実施 

「有」の場合、実施時期及び結果のサービスへの反映状況 

 

 

 

有 ・ 無 

外部評価機関の受審 

「有」の場合、受審時期及び結果の概要 

 

 

 

評価結果の公表実績  

 



 

（様式第３号）削除 



 

（様式第４号） 

○○第○○○号  

○○年○月○日  

 

 静岡県知事 氏   名 様 

 

                                  市（町）長 氏   名 印 

 

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の変更届出書に係る意見書 

 

このことについて、別添のとおり○○○から○○年○月○日付け第○号であった変更の届出に対する意

見は、下記のとおりです。 

 

記 

 

施設の名称  認定こども園の名称  

変更に対する意見  

備考  



 

（様式第５号） 

○○第○○○号  

○○年○月○日  

 

 あ て 先 

 

                                 静岡県知事 氏   名 印 

 

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定通知書 

 

○○年○月○日付け第○号により申請のあった○○○については、幼保連携型認定こども園以外の認定こ

ども園の認定の要件に関する規則で定める要件に適合しているので、下記のとおり認定します。 

 

記 

 

施設の名称 

 

施設の所在地 

 

認定こども園の名称 

 

備考 

 



 

（様式第６号） 

○○第○○○号  

○○年○月○日  

 

 あ て 先 

 

                                  静岡県知事 氏   名 印 

 

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の不認定通知書 

 

○○年○月○日付け第○号で申請のあった○○○については、下記の理由により、不認定とします。 

 

記 

 

不認定の理由 

 

この処分について不服がある場合は、次のとおり審査請求(異議申立て)又は処分の取消しの訴えの提起を

することができます。 

１ 審査請求(異議申立て) 

この処分があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に、静岡県知事に対してすることがで

きます(処分があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内であっても、処分の日の翌日から起算

して１年を経過するとできなくなります。)。 

２ 処分の取消しの訴え 

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、静岡県を被告(訴訟においては静

岡県知事が被告の代表者となります。)として提起することができます(処分があったことを知った日の翌

日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過するとできなくなりま

す。)。なお、上記１の審査請求(異議申立て)をした場合には、その審査請求(異議申立て)に対する裁決

(決定)があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。



 

（様式第７号） 

○○第○○○号  

○○年○月○日  

 

 あ て 先 

 

                                  静岡県知事 氏   名 印 

 

認定こども園の認定の取消通知書 

 

○○年○月○日付け第○号により認定の申請があり、○○年○月○日付け第○号により認定こども園の認

定をしたところですが、下記の理由により、認定を取り消します。 

 

記 

 

認定を取り消した理由 

 

この処分について不服がある場合は、次のとおり審査請求(異議申立て)又は処分の取消しの訴えの提起を

することができます。 

１ 審査請求(異議申立て) 

この処分があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に、静岡県知事に対してすることがで

きます(処分があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内であっても、処分の日の翌日から起算

して１年を経過するとできなくなります。)。 

２ 処分の取消しの訴え 

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、静岡県を被告(訴訟においては静

岡県知事が被告の代表者となります。)として提起することができます(処分があったことを知った日の翌

日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過するとできなくなりま

す。)。なお、上記１の審査請求(異議申立て)をした場合には、その審査請求(異議申立て)に対する裁決

(決定)があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。



 

（様式第８号） 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

第３条第５項第４号の規定に該当しない旨の誓約書 

                              年   月   日 

 

 静岡県知事 様 

   住所 

                              

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者名） 
 

                                      印 

 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第５項第４号

の規定による幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設置認定の申請に当たり、下記に該

当しない者であることを誓約します。 
 

記 
 

 

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第５項第４号） 

イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  

ロ 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ハ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ 申請者が、第七条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該認定

を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五

条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下ホにおいて同じ。）又はその

事業を管理する者その他の政令で定める使用人（以下この号において「役員等」という。）であった者で当該取消しの日

から起算して五年を経過しないものを含み、当該認定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった

日前六十日以内に当該事業の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しない者を含む。）であると

き。ただし、当該認定の取消しが、認定こども園の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び

当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当

該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認定の取消しに該当し

ないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下ホにおいて同じ。）の役員に占めるその役員の割合が二分

の一を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその

事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの（以下ホにおいて「申請者の親会社等」とい

う。）、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは申請者の親会社等が株

式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として

主務省令で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、若しくは当該申請者

が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者と

して主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。）が、第七条第一項

の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該認定の取消し

が、認定こども園の認定の取消しのうち当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するため

の当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども

園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であ

ると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。 

ヘ 申請者が、認定の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

ト 申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

チ 申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘのいずれかに該当する者であるとき。 

 

 



 

（様式第９号） 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

第 17 条第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書 

                              年   月   日 

 

 静岡県知事 様 

   住所 

                              

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者名） 
 

                                    印 

 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 17 条第２項各号

の規定による幼保連携型認定こども園の設置認可の申請に当たり、下記に該当しない者であるこ

とを誓約します。 
 

記 
 

 

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 17 条第 2項各号） 

一 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

三 申請者が、第二十二条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者である

とき。ただし、当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由とな

った事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備について

の取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この

号本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるもの

に該当する場合を除く。 

四 申請者が、第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日

から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止を

した者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算し

て五年を経過しないものであるとき。 

五 申請者が、第十九条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第二十二条第

一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定める

ところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特

定の日をいう。）までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者（当該廃止について相当の理由が

ある者を除く。）で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 

六 申請者が、認可の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

七 申請者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配

力を有するものと認められる者を含む。以下第７号において同じ。）又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があ

るとき。 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

ロ 第一号、第二号又は前号に該当する者 

ハ 第二十二条第一項の規定により認可を取り消された幼保連携型認定こども園において、当該取消しの処分に係る行政

手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその幼保連携型認定こども園の設置者の役員又はその園長

であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの（当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認

可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認

定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こ

ども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相

当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。） 

ニ 第四号に規定する期間内に前項の規定により廃止した幼保連携型認定こども園（当該廃止について相当の理由がある

幼保連携型認定こども園を除く。）において、同号の通知の日前六十日以内にその設置者の役員又はその長であった者

で当該廃止の認可の日から起算して五年を経過しないもの 



 

（様式第10号） 

公私連携型幼保連携型認定こども園設置届出書 

第   号 

年 月 日 

  静岡県知事 氏   名 様 

住 所 
法人にあつては、その 

主たる事務所の所在地 

氏 名 
法人にあつては、その 

名称及び代表者の氏名 
○印 

 
氏名（法人にあつては、その代表者の氏名） 

を自署する場合は、押印は不要です。 

  公私連携型幼保連携型認定こども園を設置したいので、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第34条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。 

新設・既存別 □新設施設  □既存施設（注） 

施設の名称  

所在地  

幼保連携型認定こども

園の長となる者の氏名 
 

運営開始予定年月日      年   月   日 

目的  

区    分 満３歳未満児 満３歳以上児 小計 

保育を必要とする子どもの数 人 人 人 

保育を必要とする子ども以外の子

どもの数 
人 人 人 

利用定員 

計 人 人 人 

添付書類 

 (1) 施行細則第12条第１項各号に掲げる事項を記載した事業計画書 

(2) 申請者の住民票の写し（申請者が法人の場合にあっては、登記事項証明書及び定款、寄附行為、規

約その他これらに類する書類） 

 (3) 施設の付近の見取図並びに園舎及び屋外遊戯場の配置図 

 (4) 園舎及びその設備の面積及び構造を示す図面並びに屋外遊戯場の面積を示す図面 

 (5) 幼保連携型認定こども園の運営に関する規程 

 (6) 幼保連携型認定こども園の長となる者の履歴書 

 (7) 職員の資格を証する書類の写し 

 (8) 幼保連携型認定こども園の業務に係る保険契約書又は共済契約書の写し 

 (9) 貸借対照表及び資金収支計算書又はこれらに類する書類 

 ( 1 0 ) その他知事が必要と認める書類 

（注） 既存施設とは設置後相当の期間を経過した施設をいい、新設施設とはそれ以外の施設をいう。 


